
中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付までの流れ 

≪補助を受けられる要件≫ 

・中小企業で区内に事業所を有すること。 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項から第８項に規定する営業を行う者に該当しな

いこと。 

・過去に本助成を受けてホームページを作成・改修したことがないこと。 

・申請時にホームページ作成（変更）前であること。 

・変更の場合は目に見える変更であること。（内部構築のみは認めない。） 

・申請年度内（3月末日）までに事業が完了し、事業実績報告書を提出すること。 

 

          提出書類   ・中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付申請書（第 1号様式） 

                 ・中央区中小企業ホームページ作成事業計画書（第 1号様式次頁） 

                 ・企業概要 

                 ・ホームページ作成に係る委託料の見積書 

                  ※宛先、見積業者印のあるもの 

                 ・その他添付書類 

 

提出書類の審査 

＊ホームページのアップ作業は、交付決定通知が届いてから行ってください。＊ 

 

          決  定 ・中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付決定通知書（第２号様式） 

          送  付 ・中央区中小企業ホームページ作成費補助事業実績報告書  （第７号様式） 

          却  下 ・中央区中小企業ホームページ作成費補助不交付決定通知書（第 3号様式） 

 

          ホームページ作成が完了したら、中央区中小企業ホームページ作成費補助事業実績報告書 

（第７号様式）と当該委託に係る領収書（宛先、領収印のあるもの）の写しを提出 

 

          提出書類の審査 

          作成されたホームページの審査 

 

               ・中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付額確定通知書（第 8号様式） 

          決  定 ・中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付請求書 （第 9号様式） 

          送  付 ・支払金口座振替依頼書（所定様式）            

           

 

 

 

 

                 中央区ホームページ作成費補助金交付請求書および支払金口座振替依頼書を

提出されますと、補助金が交付されます。 
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※申請が予定件数を超えた場合は抽選※ 
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